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お知らせ
▼
援
助
内
容
／
経
済
的
な
理
由
で
お
子
様
を

小
中
学
校
に
就
学
さ
せ
る
の
に
お
困
り
の
保

護
者
の
方
に
、学
用
品
費
な
ど
を
援
助
し
ま

す
。

▼
対
象
者
／
愛
西
市
立
の
小
中
学
校
に
在
学

す
る
児
童
生
徒
の
保
護
者
で
、同
一
生
計
世

帯
全
員
の
所
得
合
計
額
が
基
準
額
以
下
で
あ

る
方(「
所
得
基
準
の
目
安
」参
考
）

▼
申
請
場
所
／
学
校
教
育
課
ま
た
は
、各
支
所

▼
申
請
期
間
／
8
月
1
日(

月)

〜
31
日(

水)

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

※

土・日
曜
日
、祝
日
を
除
く

▼
必
要
書
類
な
ど
／

①
申
請
書（
申
請
場
所
に
設
置
。市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

②
保
護
者
名
義
の
通
帳(

口
座
内
容
の
確
認

が
で
き
る
も
の)

③
そ
の
他

・愛
西
市
に
令
和
4
年
1
月
1
日
に
住
所
が

な
か
っ
た
同
一
生
計
世
帯
員
の
方
↓
令
和
4

年
度（
令
和
3
年
分
）課
税（
非
課
税
）証
明
書

・
対
象
児
童
生
徒
の
住
所
が
市
内
に
な
い
方

↓
対
象
児
童
生
徒
を
含
む
世
帯
全
員
の
住
民

票（
続
柄
等
全
部
記
載
の
も
の
）

・
そ
の
他
、状
況
に
よ
り
追
加
で
書
類
の
提
出

を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
認
定
時
期
／
11
月
下
旬

【
児
童
扶
養
手
当・遺
児
手
当
】

▼
届
出
期
間
／
8
月
1
日（
月
）〜
31
日（
水
）

※

対
象
の
方
に
は
、提
出
書
類
な
ど
を
7
月

末
に
送
付
し
ま
し
た
。

ま
た
、支
給
開
始
よ
り
5
年（
ま
た
は
支
給

要
件
に
該
当
し
た
日
か
ら
7
年
）を
経
過
し

た
方
に
は
、制
度
上
支
給
額
が
半
額
と
な
る

こ
と
か
ら
、一
部
停
止
適
用
除
外
事
由
届
出

書（
緑
色
の
用
紙
）を
送
付
し
ま
し
た
。こ
の

用
紙
と
添
付
書
類
を
提
出
し
て
い
た
だ
く

と
、今
ま
で
と
同
様
に
受
給
で
き
ま
す
。

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

▼
届
出
期
間
／
8
月
12
日（
金
）〜
9
月
12
日（
月
）

※

対
象
の
方
に
は
8
月
上
旬
に
必
要
書
類
を

送
付
す
る
予
定
で
す
。

▼
そ
の
他
／

・
受
付
期
間
内
に
届
出
が
さ
れ
な
い
場
合
、

手
当
が
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

・
遺
児
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
で
、令

和
4
年
1
月
2
日
以
降
に
愛
西
市
へ
転
入
さ

れ
た
方
は
、令
和
4
年
度（
令
和
3
年
分
）の

課
税
証
明
書
が
必
要
で
す
。

・届
出
時
に
受
給
者
証
を
回
収
し
ま
す
。

▼
提
出
場
所
／
子
育
て
支
援
課
ま
た
は
各
支
所

【
愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当
】

▼
届
出
期
間
／
８
月
１
日（
月
）〜
８
月
31
日（
水
）

【
特
別
障
害
者
手
当
等（
特
別
障
害
者
手
当
・

障
害
児
福
祉
手
当・経
過
的
福
祉
手
当
）】

▼
届
出
期
間
／
８
月
12
日（
金
）〜
９
月
12
日（
月
）

※

対
象
の
方
に
は
必
要
書
類
を
送
付
し
ま
す
。

※

各
手
当
に
は
、所
得
状
況
届
な
ど
を
提
出

す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。期

間
内
に
届
出
が
な
い
場
合
、手
当
が
支
給
停

止
に
な
り
ま
す
。

※

愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当
お
よ
び
特

別
障
害
者
手
当
等
は
、施
設
入
所
ま
た
は
３

か
月
継
続
し
て
入
院
さ
れ
る
と
受
給
資
格
が

喪
失
と
な
り
、届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
提
出
場
所
／
社
会
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所

▼
対
象
／
下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
区
域
内
に

あ
る
土
地
の
受
益
者
と
な
る
方

▼
納
付
方
法
／
分
割
払
い
ま
た
は
一
括
払
い

の
2
種
類
の
納
付
通
知
書
が
届
き
ま
す
の
で
、

ど
ち
ら
か
を
選
択
し
、納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
の
方
は
、各
期
の
最
終
日（
金

融
機
関
休
業
日
は
翌
営
業
日
）に
引
き
落
と

し
さ
れ
ま
す
。

▼
納
付
期
間
／

第
1
期
　
8
月
1
日
〜
31
日

第
2
期
　
10
月
3
日
〜
31
日

第
3
期
　
12
月
1
日
〜
令
和
5
年
1
月
4
日

第
4
期
　
令
和
5
年
2
月
1
日
〜
28
日

▼
納
付
場
所
／
納
付
通
知
書
の
裏
面
に
記
載

さ
れ
て
い
る
取
扱
金
融
機
関
、市
役
所
、各

支
所

※

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、郵
便
局
は
、愛
知
・
岐
阜
・

三
重
お
よ
び
静
岡
県
内
に
限
る
。

受
益
者
負
担
金
等
は
、下
水
道
整
備
費
の
一

部
に
あ
て
る
貴
重
な
財
源
で
す
。

皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
宅
内
排
水
設
備
工
事
の
お
願
い
】

公
共
下
水
道
お
よ
び
農
業
集
落
排
水
の
供
用

開
始
さ
れ
た
区
域
で
、ま
だ
接
続
工
事
が
お

済
み
で
な
い
方
は
、1
日
も
早
い
切
替
え
を

お
願
い
し
ま
す
。

市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/

所得基準の目安

※この表は目安であり家族の年齢や構成によって異なります。

お知らせ
【
障
害
者
医
療
費
受
給
者
証
】

▼
対
象
者
／
身
体
障
害
者
手
帳（
1
級
か
ら

3
級
、腎
臓
4
級
お
よ
び
進
行
性
筋
委
縮
症

4
級
か
ら
6
級
）、療
育
手
帳（
Ａ
ま
た
は
Ｂ
）

所
持
者
も
し
く
は
、自
閉
症
と
診
断
さ
れ
て

い
る
方
で
、7
月
31
日
有
効
期
限
の
医
療
費

受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
の
う
ち
、ま
だ
更

新
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
方
。な
お
、更
新

手
続
き
を
さ
れ
た
方
に
は
、8
月
か
ら
使
用

で
き
る
医
療
費
受
給
者
証
を
既
に
郵
送
し
て

い
ま
す
。届
い
て
い
な
い
方
は
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

【
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
】

▼
対
象
者
／「
障
害
者
」「
ひ
と
り
暮
ら
し
」

「
ね
た
き
り
・
認
知
症
」な
ど
の
要
件（
一
部
所

得
制
限
あ
り
）に
よ
る
後
期
高
齢
者
福
祉
医

療
の
受
給
者
の
方
で
、7
月
31
日
有
効
期
限

の
医
療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
の
う

ち
、ま
だ
更
新
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
方
。

な
お
、「
障
害
者
」の
要
件
に
よ
る
受
給
者
の

方
で
、更
新
手
続
き
を
さ
れ
た
方
に
は
、8
月

か
ら
使
用
で
き
る
医
療
費
受
給
者
証
を
既
に

郵
送
し
て
い
ま
す
。届
い
て
い
な
い
方
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

※

「
ひ
と
り
暮
ら
し
」の
医
療
費
受
給
者
証
の

新
規
交
付
に
つ
い
て
は
、令
和
3
年
3
月
末

で
終
了
し
、更
新
の
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

【
母
子・父
子
家
庭
医
療
費
受
給
者
証
】

▼
対
象
者
／
18
歳
以
下
の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
母
子
や
父
子
家
庭
の
方
で
、10
月
31
日

有
効
期
限
の
医
療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の

方
に
は
、7
月
末
に
手
続
き
の
お
知
ら
せ
を

送
付
し
ま
す
。（
一
部
所
得
制
限
あ
り
）

▼
届
出
期
間
／
8
月
1
日（
月
）〜
31
日（
水
）

▼
各
制
度
更
新
手
続
き
時
の
持
ち
物
／

①
健
康
保
険
証

②
医
療
費
受
給
者
証

③
身
体
障
害
者
手
帳
、療
育
手
帳
ま
た
は
自

閉
症
の
診
断
書（
障
害
者
医
療
費
受
給
者
お

よ
び
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療
費
受
給
者
の
う

ち「
障
害
者
」の
要
件
に
よ
る
受
給
者
）

④
課
税
証
明
書
等(

令
和
4
年
1
月
2
日
以

降
に
転
入
さ
れ
た
方
で
、母
子
・
父
子
家
庭
医

療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
ま
た
は
後
期

高
齢
者
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の

方
）

※

①
②
は
共
通
、③
④
は
該
当
者
の
み
で
す
。

診
療
の
際
に「
限
度
額
適
用
認
定
証
」ま

た
は「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、窓
口
負
担

額
が
自
己
負
担
限
度
額（
別
表
1
・
2
参
照
）

で
収
ま
り
ま
す
。

【
国
民
健
康
保
険
】

▼
持
ち
物
／

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
個
人
番
号
通
知
書
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど（
個
人
番
号
確
認
の
た
め
）

・免
許
証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類

※

同
居
の
世
帯
の
方
以
外
が
代
理
で
申
請
さ

れ
る
場
合
は
、委
任
状
が
必
要
で
す
。

※

愛
西
市
国
民
健
康
保
険
以
外
の
方
は
、そ

れ
ぞ
れ
の
健
康
保
険
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※

以
前
交
付
を
受
け
た
方
で
引
き
続
き
8
月

か
ら
も
必
要
な
場
合
は
、更
新
の
手
続
き
が

必
要
で
す
。

※

保
険
税
の
滞
納
が
あ
る
世
帯
に
は
交
付
で

き
ま
せ
ん
。

※

70
歳
以
上
の
方
で
別
表
2
の「
一
般
」な
ら

び
に「
現
役
並
み
所
得
者
Ⅲ
」区
分
の
場
合
は

申
請
不
要（
高
齢
受
給
者
証
の
負
担
区
分
に

応
じ
て
限
度
額
で
収
ま
り
ま
す
。）

【
後
期
高
齢
者
医
療
】

▼
持
ち
物
／

・後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

・
個
人
番
号
通
知
書
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど（
個
人
番
号
確
認
の
た
め
）

・
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類（
顔
写
真
付
き
は

1
点
、そ
れ
以
外
は
2
点
確
認
）

※

被
保
険
者
本
人
以
外
が
代
理
で
申
請
さ
れ

る
場
合
は
、委
任
状
が
必
要
で
す
。

※

既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
今
年
度
も

同
区
分
に
該
当
す
る
方
に
は
、新
し
い
有
効

期
限
の「
限
度
額
適
用
認
定
証
」ま
た
は「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」を
送

付
し
ま
す
の
で
、更
新
の
手
続
き
は
不
要
で

す
。

※

別
表
2
の「
一
般
」な
ら
び
に「
現
役
並
み

所
得
者
Ⅲ
」区
分
の
場
合
は
申
請
不
要（
被
保

険
者
証
の
負
担
区
分
に
応
じ
て
限
度
額
で
収

ま
り
ま
す
。）
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注1 所得要件は、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除（43万円）後の総所得金額等です。
注2 4回目以降は、過去12か月の間に一つの世帯での支給が4回以上あった場合に適用されます。

別表１【国民健康保険(70歳未満)の自己負担限度額】別表２【国民健康保険(70歳から74歳)および後期高齢者医療の自己負担限度額】
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